
香川高等専門学校表彰規程 
平成２５年４月１日制定 

一部改正 令和４年３月３日 
 

（趣旨） 
第1条 香川高等専門学校学則第４１条の規定に基づく学生の表彰については，この規程の

定めるところによる。 
（表彰） 

第2条 表彰は，次の各号の一に該当する者及び団体について行う。 
一 学業成績が特に優秀で，かつ，人物が優れている者 
二 体育活動に卓越した技能を発揮し，本校の声価を高めた者及び団体 
三 文化・学術活動で文化や学術の向上発展に顕著な功績を収めた者及び団体 
四 学生会活動で顕著な功績のあった者 

２ 前項各号のほか，表彰に値する行為又は功績等のあった者及び団体 
（被表彰者の選考基準） 

第3条 表彰の選考基準は，別表に定めたところによる。 
（被表彰者の決定） 

第4条 校長は，被表彰者を決定する。 
（表彰の期日） 

第5条 表彰は選考基準に従い，卒業証書授与式の日又は必要に応じ行う。 
（表彰の方法） 

第6条 表彰は，校長が表彰状を授与することにより行う。 
２ 前項の表彰状に併せて，記念品を授与することができる。 
附則 
この規程は，平成２５年４月１日から施行する。 
附則 
この規程は，令和４年４月１日から施行する。なお、この規程の施行日前に在学している

者に係る学生の表彰については、なお従前の例による。 
 
（参考）令和３年度以前入学者の表彰規程第２条 

第２条 表彰は，次の各号の一に該当する者及び団体について行う。 
一 学業成績が特に優秀で，かつ，人物が優れている者 
二 体育活動に卓越した技能を発揮し，本校の声価を高めた者及び団体 
三 文化・学術活動で文化や学術の向上発展に顕著な功績を収めた者及び団体 
四 学生会活動で顕著な功績のあった者 



五 在学期間中に皆勤の者 
 
（参考）令和３年度以前入学者の表彰基準教育活動 

賞名 該当する人物 表彰時期

皆勤賞 在学期間中に皆勤の者 5年生  



体育活動
賞名 該当する大会 該当する成績・人物 表彰時期

3位以上の成績を収めたチーム・団体 当該年度

3位以上の成績を収めたチーム・団体に貢献をした者 5年生

2位以上の成績を収めた者 5年生

3年連続優勝したチーム・団体 当該年度

3年連続優勝したチーム・団体に貢献をした者 5年生

3回以上優勝した者 5年生

出場したチーム・団体 当該年度

出場した選手 5年生

国体 出場した選手 5年生・専攻科2年生

全国高専大会 3位以上の成績を収めた者 当該年度

優勝したチーム・団体 当該年度

優勝した者 当該年度

文化活動
賞名 該当する大会 該当する成績・人物 表彰時期

3位相当以上の成績を収めた団体 当該年度

3位以上の成績を収めた団体に貢献をした者 5年生・専攻科2年生

3位相当以上の成績を収めた者 5年生・専攻科2年生

2年連続優勝に相当する成績を収めた団体 当該年度

2年連続優勝に相当する成績を収めた団体に貢献をした者 5年生・専攻科2年生

3回又は3作品以上優勝に相当する成績を収めた者 5年生・専攻科2年生

2位相当以上の成績を収めた団体 当該年度

優秀賞に相当する成績を収めた者 当該年度

自治活動
賞名 該当する成績・人物 表彰時期

学生会長を務めた者 5年生

学生祭実行委員長を務めた者 5年生

学生会運営活動において顕著な功績のある者 5年生

学生祭運営活動において顕著な功績のある者 5年生

教育活動
賞名 該当する人物 表彰時期

学業成績優
秀賞

各学科等において推薦された1名 5年生・専攻科2年生

その他
賞名 該当する成績・人物 表彰時期

特別賞
上記には該当しないが，表彰に値すると認められる者又は
団体

その都度検討

　　　複数年に及ぶ実績を考慮する必要のない功労賞については，平成25年度からの実績を対象とする。

　　　複数年・複数回に及ぶ実績を考慮する必要のある功労賞については，平成24年度以前に遡り考慮する。
　　　平成24年度まで適用してきた旧規定は廃止する。

＜注＞表彰を受ける団体又は個人は，担当教員により推薦されることを条件とする。
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